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戸 田 市 教 育 委 員 会 会 議 録                      

招 集 期 日       令 和 ３ 年 １ 月 ２ １ 日 （ 木 ）  

場 所       戸 田 市 役 所  教 育 委 員 室  

開 会       １ 月 ２ １ 日  午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分  

閉 会       １ 月 ２ １ 日  午 前 １ １ 時 ３ ０ 分  

教  育  長 戸 ヶ 﨑     勤 

教 育 長 ・ 

委 員       

 

出 席       

状 況       

戸 ヶ 﨑     勤 出   席  

仙  波  憲  一 出   席  

鈴  木     晃 出   席  

土  肥  美 奈 子 出   席  

木  村  雅  文 出   席  

 

 

説 明 員       

山上教育部長、星野参事、佐藤次長兼教育政策室長、 

粟津副参事兼教育総務課長、片岡学務課長、 

教育政策室田野担当課長、小須田学校給食課長、関根生涯学習課長 

生涯学習課小室主事補 

 書    記 教育総務課総務担当 香林副主幹、田仲主事補 

傍  聴  人 無 
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会 議 の 経 過 及 び 結 果 

教 育 長 今年最初の教育委員会になりました。感染拡大に考慮し、再びオンライ

ン開催とさせていただきました。本年も引き続きよろしくお願い申し上げ

ます。 

ところで、この正月にも様々な情報を得ましたが、「気力がない人は例外

なく体力がない」というもその一つです。他人や自然は変えられません。

自分が変わるしかありません。では、自分の何を最初に変えるべきかとい

えば、それは「体」だというものです。 

体力をつけるとは言っても、ムキムキマンになるとかトライアスロンが

できるようなハードルの高いものではありません。「無理せず継続して、そ

の仕事を続けられるフィジカル」のことです。そのために必要なのは、食

事、睡眠、運動ということになりますが、中でも最近注目されているのが、

日本人は「もっと赤身の牛肉を食べるべき」との指摘です。有能な経営者

の中にベジタリアンはいないとも言われ、肉好きが多いとも言われていま

す。私もあまり食べないので、丑年だけに牛肉をもっと食べようと思いま

した。 

その体力と言えば、昨年１０月１８日にスポーツ庁が公表した令和元年

度体力・運動能力調査によると前回の東京五輪が行われた昭和３９年度と

比べ、日本人の青少年期の体格は大きく向上し、（特に１３歳男子は平均身

長が約１０㎝伸び、平均体重も約７㎏増えています。）その一方で、握力、

持久走、立ち幅とび、ボール投げは、水準の高かった 1985 年（昭和６０年）

ごろと比較すると、中学生男子と高校生男子の５０ｍ走を除き、依然低い

水準との結果が公表されました。特に握力に課題があり、専門家によると

「ライフスタイルの変化で思い切り力を入れて握るという経験が少なくな

り、そうした動きができないのかもしれない」と分析しています。 

実は、握力だけでなく、１５歳以上の持久走の結果は、昭和期に記録が

おおむね上昇し、平成に入るころにピークを迎え、その後は低下傾向、ま

たは伸び悩んでいるようです。因みに、日本の成人男性の平均握力は４５
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～５０kg、女性では３０kg くらいだそうですが、握力のギネス記録は 1998

年に記録された 192kg というのがあり、いまだ破られていないようです。 

考えてみると、赤ちゃんのカエデの葉のような小さな手のひらを指で触

れると、ぎゅっと握り返してくれます。その意外なほどの力強さに誰もが

驚いたことと思います。赤ちゃんが刺激に反応し、物をつかもうとする動

作を「原始反射」と呼ぶそうです。生存のために備わった働きだそうです。

雑巾をかたく絞る。重い荷物を運ぶ。こういった日常の生活様式が変わり

つつあることも影響しているのではないでしょうか。 

最近の医学で、握力と病気の関係が注目されていて、握力の高い集団は

循環器系などの疾病の発症リスクが低い、との研究もあるそうです。しか

し、最近は、部活と並んで清掃不要論が SNS 上などで、かまびすしくなっ

ています。 

個人的な話ですが、すっかり指紋や生命線が薄くなっている手のひらで、

雑巾をぎゅっと絞って床ふきに汗を流そうか。握力に最も影響のある前腕

筋を鍛えるため、指立て伏せやダンベルなどを毎日家の中で続けようか。

その前に定期的な循環器系の検診を欠かさないようにしたいと思います。 

教 育 長 それでは、ただ今から、令和３年第１回戸田市教育委員会定例会を開会

いたします。初めに、前回の会議録の承認ですが、事前に会議録の内容を

見ていただいておりますので、御異議がないようでしたら承認ということ

でよろしいでしょうか。 

各 委 員  了承 

教 育 長 次に、秘密会となる案件につきましてお諮りいたします。次の案件につ

いては、公開することにより事務の公正な執行に支障が生じる案件、議会

提出案件及びそれに付随する案件となりますので、秘密会で行うこととし

てよろしいかお諮りいたします。 

議案第１号 未来へはばたく人財育成資金条例の一部を改正する条例（案） 

について 
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議案第２号 未来へはばたく人財育成資金条例施行規則の一部を改正する 

規則（案）について 

議案第３号 令和３年度特別支援学級設置計画について 

議案第４号 令和２年度一般会計(教育委員会関係)３月補正予算(案)について 

議案第５号 令和２年度海外留学奨学事業特別会計３月補正予算(案)について 

議案第６号 令和３年度一般会計(教育委員会関係)予算(案)について 

議案第７号 令和３年度海外留学奨学事業特別会計予算(案)について 

各 委 員 異議なし 

教 育 長 それでは「議案第１号～議案第７号」は、秘密会とすることに決定いた

しました。 

教 育 長 はじめに、「教育委員提案」について御報告いたします。以前の教育委員

会にて委員より御質問のあった件について報告がございます。 

①災害時における教職員の対応について（木村委員） 

②授業における著作権法の取り扱いについて（鈴木委員） 

それでは木村委員から御提案のありました「教育委員提案① 災害時に

おける教職員の対応について」を事務局より説明願います。 

事 務 局 ①災害時における教職員の対応について報告します。 

まず、県費教職員の大規模災害発生時の学校における避難所開設の考え

方について触れさせていただきます。平成２９年１月２９日付けの文部科

学省の通知によりますと、大規模災害の発生時における学校の教職員の第

一義的な役割は、児童生徒等の安全確保とともに、児童生徒等の安否確認

と学校教育活動の早期正常化に向けて取り組むことであり、避難所の運営

については、一義的には、市町村の防災担当部局や福祉担当部局が責任を

負うものであるとされております。具体的には、戸田市においては、危機

管理防災課がこれにあたります。  
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そこで、１ページ下段にありますとおり、学校における避難所運営の協

力業務に従事することは、あくまで防災担当部局等の役割を補完する措置

であって、教職員が、児童生徒等の安否確認や学校教育活動の再開等の本

来業務に専念できるよう、防災担当部局、危機管理防災課が速やかに担当

職員を派遣できるよう調整することが教育委員会の役割となります。  

また、早期教育機能回復を図る観点から学校再開の見通しを早めに PTA

や防災担当部局等、避難者も含めて情報共有することや再開の時期を踏ま

えて避難者の理解を得られるよう防災担当部局と調整することが重要とな

ります。 

これらを踏まえ、２ページの上段を御覧ください。具体的に、令和元年

度に発生した、台風１９号の教職員の対応について振り返りますと、児童

生徒が不在の土曜日に、戸田市の職員である避難所指定職員が招集され、

それぞれの避難所開設の対応に既にあたっていたことから、学校職員につ

いては、教職員自身が出勤途上で被災者になるなどの２次災害を防ぐため、

避難所開設対応の指示は出しておりません。 

一方、戸田市地域防災計画に定められている教育委員会の役割として、

各学校長にそれぞれの学校の状況について確認し、必要な情報共有や指示

をいたしました。 

つまり、災害時における戸田市職員活動マニュアルに基づき、本誌の避

難所指定職員により、学校における避難所運営を実施したということでご

ざいます。 

とはいえ、これまでの大規模災害の前例を踏まえれば、発災直後に一定

期間、学校の教職員が施設を管理することを踏まえて避難所運営の協力を

可能な限り実施すべき事案も想定されます。その際の教職員の服務という

ものを整理すると２ページ上段の下の四角囲みのようになります。 

まず、勤務時間が平日であれば、７時間４５分の勤務時間を超えて職務

を命じた場合は、勤務時間の割振り変更を行う必要がございます。 
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また、週休日や休日に勤務を命じた場合には、週休日の振替を実施した

り、勤務時間を超えた場合は、勤務時間の割振り変更や代休指定を行うこ

とになります。 

このほかにも、その個別の状況により、職専免として、従事させる事例

や単にボランティアとして協力を依頼するケースなども想定されます。 

実際には、２ページ下段にあるように、台風１９号直後の教育活動の再

開については、土曜日の内に台風がとおり過ぎ、避難者も帰宅したことか

ら、月曜日からの教育活動に大きな支障は生じませんでした。 

仮に、教職員が災害に対応するために、前日の夜間から泊まりこんだり、

休日に対応することになると、教育活動の再開に支障をきたすことも想定

されますで、今回のように過重な負担を強いることがないよう配慮するこ

とが重要と考えております。  

今回の台風１９号の事例により、明らかになった本市の避難所運営の課

題については、平常時より防災担当部局と教育委員会、学校、地域が役割

分担や施設の利用方法を協議することを目的とした組織の設置についての

検討が始まっております。 

これらを踏まえ、今後も、災害時における教職員の適正な服務管理につ

とめてまいります。 

以上で、説明を終わります。 

教 育 長 何か御質問等がありましたら伺います。 

委  員 説明にあった職専免とはどのようなものでしょうか。 

事 務 局 職務専念義務の免除という言葉を省略したものです。仕事として勤務を

命ずるものではなく、ボランティアのような形で仕事をしてもらうことに

なります。 

教 育 長 職務専念義務の免除については、法律で定められています。例えば、研

修を受ける場合等が該当しますが、避難所運営は該当すると明記されてい
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るわけではありません。 

事 務 局 想定のなかに職専免として扱うことも考えられるという文章はあります

が、具体的に避難所運営を職専免で派遣された事例があるわけではありま

せん。 

委  員 教員の方にはどこまでやっていただくかは、今後避難所運営委員会で決

めていくのでしょうか。 

事 務 局 災害の状況や発生の時間等によって異なります。子供がいる時間に災害

が発生すれば、教職員が避難所の運営から子供たちの安否確認まで進めて

いくことになると思います。台風１９号の際は、子供がいない状況であり、

避難所運営のために県費教職員を学校に参集しませんでしたが、二次災害

的な要素がなければ参集させることも考えられます。 

教 育 長 一律に線引きすることは難しいと思います。慎重に対応しなくてはなり

ません。 

事 務 局 台風１９号の時は、先生方も可能な限り駆けつけて対応していましたが、

勤務として命ずるのは難しい部分があると感じています。 

委  員 難しい面はありますが、共通認識を持ちながら進めていただきたいと思

います。 

教 育 長 県費教職員の対応については、災害が起きる前に議員の方々にも周知す

る必要があると思います。対応をお願いします。 

教 育 長 それでは他に御質問等がないようですので、続きまして、鈴木委員から

御提案のありました「教育委員提案② 授業における著作権法の取り扱い

について」事務局より説明願います。 

事 務 局 ②授業における著作権法の取り扱いについて報告します。 

著作権については、すでにご案内のとおり「著作権法の一部を改正する

法律」が、一部の規定を除いて、平成 31 年 1 月 1 日に施行されております。

この改正については、ネットワーク技術の進展により、新たに生まれる様々
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な著作物の利用ニーズに的確に対応するため、著作権者の許諾を受ける必

要がある行為の範囲を見直し、情報関連産業、教育、障害者、 美術館等に

おけるアーカイブの利活用に係る著作物の利用をより円滑に行えるように

するものでございます。 

３ページ下段をご覧下さい。この改正著作権法の学校教育に関連すると

ころとして、第３５条がこのコロナ禍においても大きく関わってきて注目

されました。「学校その他の教育機関における複製等」について、学校その

他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業

の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認め

られる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信を行

い、又は公表された著作物であって公衆送信されるものを受信装置を用い

て公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに

当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者

の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない、というもので

ございます。 

４ページ上段をご覧下さい。小説や絵、音楽などの作品をコピーする場

合、原則として著作権者の許諾を得る必要がありますが、学校などの教育

機関においては、例外的に許諾を得ることなく一定の範囲で自由位利用す

ることができるとされています。具体的にはそこに記載の通りでございま

す。 

４ページ下段をご覧ください。教員及び児童生徒が授業の教材として使

うために他人の作品をコピーし配布する場合においては、授業の中で使用

する部分については、著作権者の許諾がなくても利用できますが、例えば

ソフトウエアを複数のパソコンにコピーしたり、ドリル教材などをコピー

して配布することは、著作権者の利益を不当に害することに当てはまるこ

とから違反となります。このあたりについては、非常に気をつけて慎重に

判断していかないと著作権を侵害する行為となることを管理職だけでなく

一人一人の教職員に継続的に周知徹底する必要があります。 

５ページは、ある法律事務所の HP に掲載されていた Q&A です。具体的な
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学校教育活動の場面において、判断が必要です。著作物の複製が認められ

ているポイントとしては、授業目的であること、教育を担当する者及び授

業を受ける者であること、著作権者の利益を不当に害しないこととなりま

す。 

６ページをご覧ください。改正著作権法について、今年度非常に注目さ

れ今後の対応が求められるものが、この１０４条関係の「授業目的公衆送

信補償金制度」です。今年度の４月５月の臨時休業に伴うオンライン学習

を実施するにあたり、今年度限り特例で無償となった制度です。授業にお

いてインターネットを介して著作物を使用する場合、校内サーバによる利

用と郊外ネットワークによる同時中継型授業を行う場合を除き、著作権者

の許諾が必要でしたが、文化庁指定の権利者団体に一括で補償金を支払う

ことで著作物を無許諾で公衆送信できるようにしたものです。令和３年度

から有償（年間小１２０、中１８０）となっており、本市においても予算

要求しているところでございます。今後、全国的にも GIGA スクール構想の

もと 1 人一台端末を活用したクラウド利用したオンライン学習をする上で

必ず必要となる制度でございます。 

６ページ下段からは、文化庁による本制度の説明会の資料となります。

６ページ下段は著作権とは何か、７ページ上段は無許諾でコピー配布でき

るとはどういうことか、７ページ下段はどのような条件を満たせば良いか

わかりやすくまとめられています。特に④対象行為が、大きく変わった点

となります。 

８ページは授業目的公衆送信補償金制度で何が変わったか制度開始前と

開始後の比較となっております。これまでは、複製と一部の公衆送信、具

体的には対面授業で使用した資料や講義映像を遠隔合同授業等で他会場に

同時中継で送信する場合のみ、無許諾・無償で行えました。この制度によ

って今後は、下段の左側にあるその他の公衆送信全てが、無許諾・優勝で

行えるようになります。 

いずれにしましても、今年度本市で行ったオンライン学習やハイブリッ

ド型学習は、この補償金制度を適切に活用することで継続的に実施するこ
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とができます。今後ますますインターネットやクラウドを活用した授業や

教育活動が行われるようになります。著作権については、個々の教職員の

理解促進が強く求められるため、今後も適切な活用を進められるよう指導

助言に努めてまいります。 

教 育 長 何か御質問等がありましたら伺います。 

委  員 他の先生が作成した著作物を利用した資料をコピーして授業に使用する

ことはできますか。 

事 務 局 授業の目的の中で行われるものについては可能ですが、インターネット

を介して外に出すことはできませんでした。学校内において紙で配布する

ことはできます。 

委  員 保護者には資料を渡せないのですか。 

事 務 局 渡せません。授業をする者と受ける者が対象となっています。 

委  員 学校訪問に行った際に道徳の教材が渡されなくなりましたが、外部の人

間に著作物を資料として渡すことはできないのでしょうか。 

事 務 局 外部指導者に指導案を送る際にも、教材は送っておりません。県の研修

会等でもそのような対応となっています。 

委  員 令和２年度は無償でできていたオンライン学習は、令和３年度から有償

となりますが、予算化していますか。 

事 務 局 予算に計上し、３月議会に提出する予定です。 

委  員 子供たちが授業の中で作成した資料を教室内だけでなく、ほかの学校等

の外部に発信する場合には、規制がかかるのでしょうか。 

事 務 局 扱うものによりますので、個々の事例により対応するしかありません。

出典を明らかにすることや外部に出していいかの判断が必要になると思い

ます。 

オンライン学習や他校と同時中継でつなぐこととは、学校で試されてい
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ます。著作権の取り扱いについては、管理職を通しながら教員にも研修を

していきたいと思います。 

委  員 子どもたちが著作権に触れる機会が増えていると思いますが、著作権に

ついての授業はないと思います。その都度学んでいくのですか。 

事 務 局 情報モラルやリテラシーについては、それぞれ取り組んでいる学校もあ

ります。PBL や総合的な学習の時間での資料作成の指導につきましては、そ

の場面において個々の学校で行っています。 

事 務 局 それぞれの学校の中で外部資料を使いながら自分の意見を構築していく

ことが増えていくと思います。学校現場の先生のリテラシーの向上も含め

て、教育委員会でサポートしていく必要があると思います。 

教 育 長 正しく慎重になることが大切だと思います。今後もすべての学校で正し

い対応ができるように進めていきます。 

教 育 長 それでは他に御質問等がないようですので、続きまして、「報告事項」に

ついて申し上げます。本日は「その他」を含めまして９件の報告がござい

ます。 

①戸田市立小・中学校令和 2年度卒業式及び令和 3年度入学式等の日程について 

② 第４次戸田市教育振計画（案）について 

③令和２度戸田市算数・数学フェスティバルについて 

④ 令和２度戸田市教育フェスティバルについて 

⑤ 「第５次戸田市生涯学習推進計画（案）」に係るパブリック・コメントの実施につ

いて 

⑥ 市民大学認定講座「現代課題講座」の開催について               

⑦ 芦原小学校 PTA 優良 PTA 文部科学大臣表彰受賞について 

⑧ 図書館サービスの一部休止について 

⑨ その他 
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 詳細につきまして、各所属長より報告いたします。なお、御質問につき

ましては、すべての報告が終了したのちに伺います。 

事 務 局 ①戸田市立小・中学校令和 2 年度卒業式及び令和 3 年度入学式等の日程

について報告します。 

戸田市立小・中学校 令和２年度卒業式・令和３年度入学式の日程及び

参列者について説明いたします。 

令和２年度の卒業式は、小学校が３月２４日（水曜日）、中学校が３月１

５日（月曜日）に行われます。また、令和３年度入学式は、小学校が、４

月９日（金）中学校が４月８日（木曜日）に行われます。小学校の入学式

の日程が例年と異なっているますので、ご確認をお願いいたします。基本

的に小、中学校ともに午後に実施することとなっております。 

なお、各学校で開式の時刻が異なっております。また、コロナ禍である

ことを考慮し、参加者の密を防ぐ目的で、戸田第一小、第二小、東小学校

は、２部制での実施となります。 

次に参列者についてですが、今年度も、卒業式、入学式ともに、参加者

は児童、生徒、教職員、保護者１名を予定しており、来賓の招待はござい

ませんので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

事 務 局 ②第４次戸田市教育振計画（案）について報告します。 

前回の教育委員会で教育委員の皆様からも様々なご意見をいただきまし

た。そちらを反映したもので現在パブリック・コメントを実施しておりま

す。１月５日に開始いたしまして、２月３日までの予定です。今のところ

市民の方からのご意見は頂戴しておりません。 

前回お示しした案からの修正点について説明いたします。日本型教育等

の一般の方に分かりづらい文言については注釈を追加させていただいてお

ります。 

次に、方針１の主な施策の１点目につきまして、「質の高い授業」という
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言葉を加えております。同じく主な施策の１点目の括弧の中になりますが、

「PBL 型の学びの実現」という言葉を追加しております。それから、主な施

策の４点目に、「ICT 環境の活用」という点を加えております。 

続きまして、方針４のタイトルを「EBPM の推進」としていましたが、そ

の必要性を明確化するために「個別最適な学びの実現に向けたEBPMの推進」

とし、それに伴い概要の記述を修正しております。 

また、デジタル教科書の推進について記述するべきではないかと御意見

をいただいたところですが、国全体の制度の影響が大きいことから、今回

は加えてはおりません。しかし、戸田市としては、委員に御指摘いただい

たとおりデジタル教科書の推進は重要と考えております。 

先日も、令和３年度の国の実証事業として全国の学校の半数程度を対象

とするデジタル教科書実証事業の募集がありました。原則として各自治体

半数程度の学校のみが申請を出せるという形になっておりましたが、本市

においては全校で申請しております。 

今後、国や県の調整の中で変更される可能性もありますので、実際に全

校実施できるかはわかりませんが、場合によっては来年度から市内全校で

デジタル教科書を活用できる可能性もございます。ただ、こちらの事業に

ついては国の予算によって１年限りの事業となっております。いずれにし

ても、教育委員会として、各学校に様々な実践が生まれるように支援をし

てまいりますので、ご理解をいただけますと幸いです。 

事 務 局 ③令和２度戸田市算数・数学フェスティバルについて報告します。 

資料４ページを御覧ください。１１月２８日に芦原小にて開催いたしま

した。今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、午前の第１７

回数学コンテストのみを実施し、例年行っている午後の算数・数学おもし

ろ教室は中止いたしました。 

コンテストには、小学生６３名、中学生８名の合計７１名が参加し、最

優秀賞は、筑波大学附属駒場中学校の３年生が受賞しました。 
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５ページは各学校の参加状況、６ページはフェスティバルの様子となっ

ております。今年度は、体温チェックや消毒作業等、感染防止対策を徹底

して実施いたしました。コンテスト問題を机上に置かせていただいており

ますので、お時間のあるときに御覧いただければ幸いです。よろしくお願

いいたします。 

事 務 局 ④令和２度戸田市教育フェスティバルについて報告します。 

本日配布の資料を御覧ください。 

１月８日に市役所５階の会議室から、各学校にオンラインで配信し、そ

れぞれの学校で講演会を視聴していただきました。教育委員の皆様にも市

役所にお越しいただきありがとうございました。 

今年度の講師は、早稲田大学准教授で、著書「教育格差」を出版されて

いる松岡亮二様と Learning For All や Teach For Japan を設立した松田悠

介様の２名でした。裏面は教員アンケートから抜粋した感想でございます。 

昨年度は、文化会館の改修工事の関係でホールが使えないということか

ら、オンラインで各学校に動画を配信するという形式で実施しました。結

果として、今年度もコロナウイルスの感染拡大により、集合研修がことご

とくできなくなっている状況からオンラインによる開催といたしました。

音声の不具合が生じ、お聞き苦しい場面もございましたが、今後ますます

遠隔・オンラインの活用が広がってくるものと思いますので、積極的に取

り組んでまいりたいとも思います。 

また先週も、プレゼンテーション大会をオンラインで開催したところで

すので、次回定例教育委員会で御報告いたします。 

事 務 局 ⑤「第５次戸田市生涯学習推進計画（案）」に係るパブリック・コメント

の実施について報告します。 

スケジュールについては、こちらの表に示した通りとなります。令和２

年６月に実施した市民意識調査、１０月に実施した市民会議で明らかにな

った市民のニーズを踏まえて計画の骨子を作成し、社会教育委員会や、関
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係課の所属長で構成される計画の策定委員会で審議を行い、計画案を作成

しました。これらをもとにして来月２月１日から３月２日までパブリッ

ク・コメントを実施いたします。パブリック・コメントの詳細については、

次のページの資料に掲載させていただいております。 

続いて、計画案についてご説明させていただきます。本計画は、令和３

年度から令和７年度までの５年間で実施することを予定しております。 

まず、計画案の３ページをご覧ください。生涯学習や社会教育に関する

国の動向についてです。文部科学省では、中央の図に示してあるとおり、

命を守る生涯学習・デジタルデバイド解消に向けた学び、子供若者の地域

参画がポイントとなっております。 

生涯学習は、余暇活動や趣味的な学びだけではなく、人生１００年時代

とも言われる現代社会において、様々な災害リスクや社会の変化に対応し

ながら地域の中で生きていくために必要とされる知識を身につける機会で

もあることが強調されています。また、子供や若者が社会に参画する機会

も設けながら、ICT なども活用し様々な世代の人たちで学びあうことが目指

されています。 

４ページ中央をご覧ください。それらに加えて、国では、社会人の学び

直しであるリカレント教育の意義の普及・啓発にも力を入れており、過去

にどこで何を学んだかという学歴ではなく、今何を学んでいて、これから

何を学んでいくかという学習歴を重視した社会の構築が目指されているこ

ともポイントであるといえます。また、埼玉県の動向としては、そのよう

な国の動向を踏まえ、特に障がい者や外国人住民への学びの支援がポイン

トとなっています。 

続いて、戸田市の生涯学習の現状についてです。現在の市の生涯学習の

課題を８ページにまとめています。主に、講座の受講者層の固定化・高齢

化や、若年層が講座に参加しづらい状況があること、施設の活用の不足な

どがあげられます。 

続いて、９ページをご覧ください。市民の生涯学習に対する考えを明ら
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かにするために、戸田市在住の２０代以上の男女１，３００人、市内公共

施設を拠点に活動する団体２００件に対し、市民意識調査を実施しました。

調査から明らかになったことの中で特徴的なものについて、いくつか報告

いたします。 

１つ目は、学習活動をしている人は減少傾向にあり、その理由は忙しさ

とキッカケのなさであるということです。 

２つ目は、２０代～３０代の若い女性ほど、学び直しへの意欲が高いと

いうことです。 

３つ目は、社会人のキャリア形成に必要なスキルの習得へのニーズの高

さです。趣味や体力づくりと並んで、働くうえで必要な知識や技能につい

て学びたいと考えている若年層の多さが表からも読み取れます。 

４つ目は、２０～３０代は外国人住民、障がい者、高齢者への支援や国

際交流によるまちづくりに関心が高いということです。 

このような市民の意見をさらに深掘りしていくために、令和２年１０月

には、２０代から７０代までの市民１４名にご参加いただき、ワークショ

ップ型の市民会議を開催しました。会議の中では、世代ごとのニーズに応

じた講座を増やしていったほうが良いのではないか、また、体験型のイベ

ントであれば若者にも興味を持ってもらえるのではないかというような具

体的な案やご意見をいただきました。 

ここまで述べてきた国、県の動向や市の生涯学習の現状を踏まえて、１

４ページからは生涯学習を推進していくための計画の基本方針について示

しています。本計画の基本理念は、「描こう！これからのわたしの人生・ま

ちの未来～人生 100 年時代を共創する戸田へ～」としています。また、計

画のポイントは、下の図に示したように大きく４つにまとめています。 

１５ページをご覧ください。一つ目は、市民が学習活動に参加しやすく

なるようなきっかけづくりです。市民意識調査から、市民の学習活動の阻

害要因として忙しさとキッカケのなさがあることや、生涯学習に関する情
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報が分散されており、市民が情報を得づらい状況にあるという課題があっ

たため、気軽に情報や学習に触れられるような環境整備が求められている

と考えています。 

取組内容としては、ICT 等を活用した多様な媒体での学習機会の提供や、

生涯学習情報を一元化した専用サイトの立ち上げ等の情報提供方法の工

夫、若者が興味のある分野の地域での活動に参加しやすくなるようなきっ

かけづくりを予定しています。 

２つ目のポイントは、戸田市版リカレント教育です。都心のベッドタウ

ンであり、埼玉県内で労働人口の割合が高い本市では、通勤と子育て、家

事等により学習時間を割けない市民が多いことが想定されるため、働きな

がら学ぶことのできる環境を整えることが必要であると考えます。また、

市民意識調査では、若年層の学び直しへのニーズの高さが明らかになった

ことから、仕事に役立つ知識を身につけたり、若年層の学習を推進してい

く環境やきっかけを提供していくことが求められているといえます。 

具体的な取組内容としては、就労支援や職業能力を高める学習機会の充

実、情報発信・学び直しの普及です。特に、電車等で通勤しながら働く世

代の多い戸田市の現状を踏まえ、忙しい中でもすきま時間で学べるような、

ポッドキャストやオーディオブック等の音声配信サービスを活用した、聞

いて学ぶコンテンツの拡充も視野にいれていきたいと考えています。 

また、学び直しや継続的な学習につながる学習記録ツールに関する調

査・研究や、より戸田市のニーズや地域特性を踏まえた上での大学連携に

ついても検討していく予定です。 

１６ページをご覧ください。３つ目のポイントは、地域で共に生きるた

めの学びです。誰もが学び続けることのできる社会の実現を目指し、外国

人住民や障がい者も含めて共に学びあう機会や、多様性を認め合える機会

を拡充していく必要があると考えています。 

取組内容としては、手話通訳等をはじめとした、個別のニーズに対応し

た学びの拡充、地域のひとたちで共に助け合いながら命を守るための学び
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としての防災・減災教育等を予定しています。 

４つ目のポイントは、ライフステージに応じた学びです。人生１００年

時代の社会では、子どもから高齢者まですべての世代の人々が様々な場面

で学び続け、学びを生かし続けることができる環境が必要とされています。 

そのような現状を踏まえ、世代ごとの参加しやすい時間やニーズを踏ま

えた講座の運営や、ライフステージに応じた学びの機会の提供、成人期の

学び直しやリカレント教育の促進を進めていきたいと考えています。 

計画の全体的な体系については、１７ページの図に示した通り、先ほど

の主要なポイントを踏まえながら３つの基本方針に分けて示しています。 

方策に基づいた具体的な取り組み内容については、１８ページ以降示し

ております。こちらについては、今後庁内の関係課と調整を図りながら、

さらに具体化し、まとめていく予定としております。 

事 務 局 ⑥市民大学認定講座「現代課題講座」の開催について報告します。 

戸田市民大学では、現代社会が抱えている様々な課題について実情を把

握し、今後の生活の展望を切り開く機会にしていくという狙いで、「現代課

題」を捉えた講座を開設しております。 

今回は、テーマを、「気候変動（地球温暖化）の実態と影響」と題し、埼

玉県環境科学国際センター 温暖化対策担当の本城 慶多（ほんじょう 

けいた）様を講師にお招きして実施を予定しています。 

内容は、近年、これまで観測されたことのない猛暑や豪雨などが発生し、

甚大な被害が発生するなど、人々の生活に影響を与えています。こうした

状況は世界的な傾向であり、背後に気候変動があると考えられます。この

気候変動の実態と影響を解明し、対策を考えるものです。 

開催日は令和３年２月２７日（土）、場所は、新曽福祉センターホールで

す。 

なお、この講座は昨年７月に予定していたものが新型コロナウイルスの
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影響で延期となったものです。また、今後の新型コロナウイルスの状況に

より、開催中止となる可能性もあることを申し添えさせていただきます。 

事 務 局 ⑦ 芦原小学校 PTA 優良 PTA 文部科学大臣表彰受賞について報告しま

す。 

続きまして、１２ページの報告事項⑦の「芦原小学校 PTA 優良 PTA 文部

科学大臣表彰受賞について」報告いたします。 

芦原小学校の PTA が令和２年度の「優良 PTA 文部科学大臣表彰」を受賞

し、昨年の１１月２７日に、東京都千代田区の灘尾ホールで表彰式が行わ

れました。 

この表彰は、PTA の健全な育成と発展に資することを目的として、優秀な

実績を挙げている PTA を毎年、文部科学大臣が表彰するものです。受賞し

た団体は、埼玉県内で５団体、全国で１２２団体のみが選ばれております。 

評価された理由としては、PTA 運営について、入会任意を確認する環境を

整えるとともに、仕事をしている役員に合わせ、オンライン会議を実施し

たり、休日に会合を設定したりし、保護者の参加のしやすい組織改革に努

めていること。食育指導力向上研究の授業の一環として、保護者がビデオ

に出演し、親の立場から食育等に関する思いを子供たちに届ける取組を行

っていることなどが評価されての受賞となったものです。 

事 務 局 ⑧ 図書館サービスの一部休止について報告します。 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い１月７日に緊急事態宣言が発出さ

れたことを受けて、同日に開催された戸田市第３３回新型コロナウイルス

対策本部会議での決定に基づき、市内の屋内公共施設は１月１２日（火）

から２月７日（日）まで、原則休館とし窓口業務のみ実施する戸田市の方

針が決定されましたことから、図書館サービスを同期間一部休止すること

といたしました。対象施設は、戸田市立図書館全館です 

利用できるサービスは、資料の貸出・返却・予約・リクエスト等の窓口

業務と電子図書館、利用できないサービスは資料の閲覧・座席利用・利用
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者端末の利用等でございます。 

周知は、ホームページ、館内掲示等で行いました。 

教 育 長 次に⑨その他ですが、事務局より何かありますか。 

事 務 局 特になし 

教 育 長 以上で、「報告事項」が終わりました。何か御質問等がありましたら伺い

ます。 

教 育 長 報告事項②の第４次教育振興計画（案）につきまして、委員の皆様から

意見がある場合はいつまで受けられますか。 

事 務 局 パブリック・コメントが２月４日までなのでそれまでにご意見いただけ

ると幸いです。 

教 育 長 報告⑤の第５次戸田市生涯学習推進計画（案）につきまして、委員の皆

様から意見がある場合はいつまで受けられますか。 

事 務 局 １月２７日までにご意見いただけると幸いです。 

教 育 長 報告⑦芦原小学校 PTA 優良 PTA 文部科学大臣表彰につきまして、受賞理

由が周知されていないように感じます。他の学校の PTA にも受賞理由を共

有し、同じように活動できるようになると PTA の活性化につながると思い

ますので、周知をお願いいたします。 

事 務 局  周知を行っていきます。 

委  員 報告⑧に関連して、先日電子図書館を利用しようと思いましたが、登録

が上手くできませんでした。登録している方はどのくらいいらっしゃるの

でしょうか。    

事 務 局 登録者数につきましては、まだ把握しておりません。しかし、予約はど

んどん入っていると聞いております。 

また、登録の件ですが、図書館の貸出券の有効期限が切れていると、登

録できないため、窓口で手続きが必要になります。 
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教 育 長 このように登録ができない事例も多くあると思いますので、登録方法の

周知を徹底していただきたいと思います。 

教 育 長 他に質問等ないようですので、続きまして、「報告第１号 生涯学習課所

管施設の臨時休館について」事務局より報告願います。 

事 務 局 図書館サービス一部休止の理由と同様に１月７日に開催された戸田市第

３３回新型コロナウイルス対策本部会議での決定に基づき、生涯学習課所

管の５施設を臨時休館といたしました。 

内訳として、資料１ページの芦原小学校生涯学習施設、２ページの少年

自然の家、３ページの公民館、４ページの郷土博物館、５ページの彩湖自

然学習センター、これら施設を１月１２日（火）から２月７日（日）まで、

臨時休館といたしました。 

なお、施設につきましては、それぞれの条例等で休館日を規定しており

ますが、各ページの一番下の下線部で「その他教育委員会が必要と認めた

日」と規定されているため、本来であれば、事前に御了承いただくべきと

ころですが、緊急対応ということで、何卒、御理解いただきますようお願

いいたします。 

教 育 長 何か御質問等がありましたら伺います。 

教 育 長 それでは、質問等がないようですので、次第の６その他の「次回の教育

委員会の日程（案）」について、事務局より説明願います。 

事 務 局 次回教育委員会定例会の日程ですが、２月１８日（木）午前９時３０分

からの開催について、お伺いいたします。 

教 育 長 それでは、次回の教育委員会定例会の日程は、事務局（案）のとおりで

よろしいでしょうか。 

各 委 員  了承 

教 育 長 それでは、次回の教育委員会定例会の日程は、事務局（案）のとおり決
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定いたします。次に、その他ですが、事務局から何かございますか。 

事 務 局  特になし 

教 育 長 委員の皆様から教育委員提案のテーマについて何かございますか。 

委  員  特になし 

教 育 長 それでは、「議案第１号～議案第７号」を議題といたします。秘密会とす

ることに決定しておりますので、説明員で議案に関係する職員以外は退席

願います。 

教 育 長 【関係者以外の退席を確認後】 

 それでは、議案第１号及び議案第２号は関連がありますので、「議案第１

号 未来へはばたく人財育成資金条例の一部を改正する条例（案）につい

て」「議案第２号 未来へはばたく人財育成資金条例施行規則の一部を改

正する規則（案）について」一括して事務局より説明願います。 

事 務 局  議案第１号、未来へはばたく人財育成資金条例の一部を改正する条例に

つきましてご説明申し上げます。 

議案書の６ページでございます。未来へはばたく人財育成資金について

は、市民の教育を受ける機会の均等を図るため、経済的な理由によって進

学や修学が困難な者に対して、国公立高等学校奨学給付金及び海外体験給

付金の給付を行うもので、平成２９年度より始まった事業でございます。 

現行制度では、資格要件の内の所得要件にとして、申請する年度におけ

る市町村民税の所得割の額がない世帯又は生活保護を受給している世帯で

あることとしておりますが、平成２９年度の制度開始から申請者が予算額

の定員を大きく下回っている状況であります。 

今後、この制度の目的を達成するために資格要件を緩和し、より多くの

方に制度を利用してもらうため、次のとおり所要の改正を行うものでござ

います。 
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それでは、改正内容について説明いたします。7ページの、未来へはばた

く人財育成資金条例新旧対照表をご覧ください。 

第３条におきましては、国公立高等学校奨学給付金の申請者の資格要件

を規定しておりますが、改正前の第１項第５号の市町村民税の所得割の額

がない世帯又は生活保護を受給している世帯の要件については、改正後の

第１項第５号のア及びイになっております。この要件に、第１項第５号の

ウに、学校教育法第１９条又は学校保健安全法第２４条に規定する援助を

保護者が受けている者、つまり就学援助を受給していることの要件を加え

るものです。 

８ページをお願いします。次に、第１５条におきましては、海外体験給

付金申請者の資格要件を規定しておりますが、国公立高等学校奨学給付金

と同様に、第１項第４号のウに、保護者が就学援助を受給していることの

要件を加えるものです。 

附則につきましては、この条例の施行期日を令和３年４月１日とするも

のでございます。 

続きまして、議案第２号未来へはばたく人財育成資金条例施行規則の一

部を改正する規則につきましてご説明申し上げます。条例改正に伴う申請

関係書類及び本人同意に伴う申請書類の省略規定を改正し、申請に伴う様

式の改正を併せて行うものです。 

それでは、改正内容について説明いたします。１１ページの、未来へは

ばたく人財育成資金条例施行規則新旧対照表をご覧ください。 

申請に伴う添付書類について、改正前では、申請者と連帯保証人を併記

していましたが、改正後は、添付書類が増えたこともあり、申請者と連帯

保証人を分けて明記しました。 

改正後の第２条は、国公立高等学校奨学給付金に関するものです。第１

項第１号については、申請者の市税に関する証明書、第４号では、申請者

の生活保護に関する証明書、第５号は、今回新たに追加するもので、申請
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者の修学援助費の受給に関するものです。第６号は、連帯保証人に関する

添付書類です。 

第２項については、今、説明した添付書類について、本人同意があれば

書類の提出を省略できる規定でございます。 

１２ページをお願いします。第１０条につきましては、海外体験給付金

申請者に対しても、国公立高等学校奨学給付金と同様の改正をするもので

す。 

１３ページの附則につきましては、この規則の施行期日を令和３年４月

１日とするものでございます。 

１４ページから１７ページは、この改正に伴う様式の本人同意欄の改正

と共に、併せて申請書性別欄の削除を行うものでございます。 

教 育 長  何か御質問等がありましたら伺います。 

教 育 長 特に質問等がないようですので、打ち切ります。議案第１号及び議案第

２号は提案内容のとおり議決することに御異議ございませんか。 

委  員 異議なし 

教 育 長 異議なしと認め、議案第１号及び議案第２号は提案内容のとおり議決い

たします。 

 【議案第３号を議決】 

教 育 長 続きまして「議案第４号 令和２年度一般会計（教育委員会関係）３月

補正予算（案）について」事務局より説明願います。 

事 務 局 ２０ページをお願いします。まずは、教育総務課から説明いたします。

歳入から説明しますので、款・項・目・節の太字の節と説明欄の補正理由

の欄をご覧ください 

小学校費補助金につきまして、戸田東小学校新校舎の単独給食調理場の

工事費が補助金の対象として採択されたことによる増額補正するもので
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す。また、GIGA スクール構想にともなうネットワーク増強工事及び充電保

管庫の導入事業費が入札執行により減額となったため、補助金の減額補正

で、合計で増額補正となったものです。 

次に、中学校費補助金につきまして、入札執行による事業費の減額に伴

う補助金の減額補正です。 

次に、利子及び配当金につきまして、教育基金の積立金にかかる運用益

が当初予測を下回ったことに伴う減額補正です。 

また、教育基金繰入金につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響

で、戸田市国際交流協会の海外派遣事業中止となったため、未来へはばた

く人財育成資金条例の海外体験給付金が不用となったためその財源となる

繰入金を減額するものです。 

２１ページをお願いします。中学校債につきまして、中学校の屋内運動

場（体育館）の空調設備設置事業、笹目中学校の教室棟（西棟）の外壁及

び構造改修工事の入札による歳出の減額に伴う起債の減額補正するもので

す。 

続きまして、歳出の説明を行います。全体的に、３月補正は、事業の中

止や入札執行の伴う事業費の減額補正となっております。中事業ごとに説

明します。 

初めに、教育委員会費につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響

で教育委員行政視察を中止としたことによる旅費の減額補正です。 

２２ページをお願いします。小学校施設管理費の節１２委託料及び節１

３使用料及び賃借料につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響によ

る事業の中止及び入札執行による予算額と契約額との差金を減額補正する

ものです。 

次に、小学校備品購入費につきましては、入札執行による契約差金の減

額補正するものです。また、小学校施設整備事業につきましても、入札執

行による契約差金の減額補正するものです。 
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２３ページをお願いします。中学校施設管理費につきまして、事業の中

止と入札執行による契約差金の減額補正です。また。中学校備品購入費に

つきましても、入札執行による契約差金の減額補正です。 

次に、中学校施設整備事業です。入札執行による契約差金及び新型コロ

ナウイルス感染症の影響による工期変更に伴う減額補正です 

２５ページをお願いします。入学準備金・奨学資金貸付事業につきまし

て、貸付額が確定に伴い不用額を減額補正するものです。 

次に、人財育成奨学資金給付事業ですが、歳入でも説明しました海外派

遣事業の中止に伴う事業費の減額補正です。 

続きまして、教育政策室です。歳出について２１ページ下段を御覧くだ

さい。 

本事業は、体力向上推進支援業務として小学校１・２年生を対象とした、

専門家による体育授業の実施に係る委託料となっておりましたが、新型コ

ロナウイルス感染拡大による本事業の中止に伴い、３０３万９千円を減額

補正するものです。 

 続きまして、学校給食課です。２０ページをご覧ください。 

歳入につきまして、上から３段目の学校給食費補助金ですが、令和元年

度分につきましては、９月議会で歳入補正したところですが、令和２年度

分についても該当項目があったため、増額補正するものです。 

また、一番下の段の給食センター給食事業収入及び次のページの単独校

給食事業収入につきましては、新型コロナウイルス感染症対策のための小

中学校の臨時休業により、年間の給食費の徴収回数が減ることから減額補

正するものです。 

続きまして、歳出です。２４ページをご覧ください。 

学校給食センター管理運営費及び次のページの単独校調理場管理運営事

業につきましては、小中学校の臨時休業により、年間の給食調理回数が減
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ったことに伴い減額補正するものです。 

教 育 長 何か御質問等がありましたら伺います。 

委  員 減額したものは次年度に予算として繰り越すことになるのでしょうか。 

事 務 局 教育委員会だけで見ると減額しておりますが、今回は新型コロナウイル

ス感染症の影響で市税収入が減少することも考えられます。最終的に余れ

ば市の場合は基金に積むことになりますが、市全体としてどうなるかはま

だわかりません。 

教 育 長 それでは他に質問等がないようですので、打ち切ります。議案第４号は

提案内容のとおり議決することに御異議ございませんか。 

委  員 異議なし 

教 育 長 異議なしと認め、議案第４号は提案内容のとおり議決いたします。 

教 育 長 続きまして、「議案第５号 令和２年度海外留学奨学事業特別会計３月

補正予算（案）について」事務局より説明願います。 

事 務 局 ２６ページをお願いします。歳入から説明します。 

利子及び配当金ですが、積立基金の運用益が当初の予測を下回ったこと

により減額補正するものです。 

続いて、海外奨学基金繰入金です。運用益の不足分の増額と新型コロナ

ウイルス感染症の影響による留学の中止や取り消しによる事業費の減額に

伴い繰入金を減額補正するものです。 

次に、繰越金につきまして、前年度繰越金の確定に伴い増額補正するも

のです。 

次に、歳出について説明します。 

まず、海外留学奨学資金事業です。奨学金の額の決定及び留学取り消し

に伴う不用額の減額補正です。 
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また、繰越金につきまして、繰越金の確定のより積立金を増額補正する

ものです。 

教 育 長 何か御質問等がありましたら伺います。 

教 育 長 特に質問等がないようですので、打ち切ります。議案第５号は提案内容

のとおり議決することに御異議ございませんか。 

委  員 異議なし 

教 育 長 異議なしと認め、議案第５号は提案内容のとおり議決いたします。 

教 育 長 続きまして、「議案第６号 令和３年度一般会計（教育委員会関係）予算

（案）について」事務局より説明願います。 

事 務 局 教育総務課所管事業について、大事業ごとに主に新規事業について説明

します。 

教育委員会費及び教育委員会事務局費については、ほぼ例年通りの事業

でございます。 

次に小学校施設管理費です。電話交換設備の更改費用、延べ床面積８０

００平方メートル以上の建築物に対する特定建築物衛生管理業務は、戸田

東小中学校の新校舎分の管理業務が増額となっています。昨年実施いたし

ました PCB の廃棄、収集運搬業務や７６８０台のパソコンの構築業務が不

要となっているため、全体では減額となっております。 

次に、小学校備品購入費です。戸田東小中学校の新校舎に関する備品が

減額となっております。それ以外につきましては、例年と同程度となって

おります。 

次に、小学校施設整備事業です。戸田東小中学校改築工事２期分の工事

費が不要になったため減額となっています。 

次に、中学校施設管理費及び備品購入費です。小学校と同様に電話交換

設備の更改、戸田東小中学校分の特定建築物衛生管理業務が増額となって
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います。備品では、戸田東小中学校分が減額となり、新たに戸田中学校の

被服室備品を交換費用が増額となっております。 

続いて、中学校施設整備事業です。新たに戸田東小中学校の３期工事と

して校舎の解体、グラウンドの整備、屋内運動場改修、武道場改修、給食

調理場改修等を行います。笹目中学校教室棟東棟の外壁及び構造改修工事

を行う予定となっています。 

次に、入学準備金・奨学金貸付業務です。事業の内容は例年とほぼ同程

度ですが、実績に基づいて減額をしました。 

最後に、人財育成奨学資金給付事業です。新型コロナウイルス感染症の

影響による戸田市国際交流協会での青年海外派遣事業の中止に伴い、海外

体験給付金が減額となっております。 

それでは、学務課の来年度予算について、概要をご説明いたします。 

学校教育事務費につきましては、学校運営協議会にともなう費用や中学

校選択制等の経費となっております。中学校選択制において WEB 申請化を

進めたため、リーフレット作成に伴う、印刷製本代が削減され、全体とし

て微減となっております。 

次に、就学援助費につきましては、就学援助と特別支援学級に通われて

いる児童・生徒の就学奨励費となりますが、前年度までの実績に基づき、

予算額を減額しております。 

次に、学校保健費につきましては、これまで次の小・中学校管理運営費

のなかに、それぞれ別々に計上しておりましたが、学校保健に関する予算

につきまして、小・中学校の区別がないため、今年度一元化して、この学

校保健事業に集約して計上することとしました。これに加え新たに、新型

コロナウイルス感染症対策の費用の計上や、小中学校長へのストレスチェ

ックに係る研修費用が計上されているため、学校保健費全体としては、予

算を増額しております。 

小学校管理運営費及び中学校管理運営費につきましては、特別支援学級
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の新設に伴う、市費支援員や、小学生の通学時の交通指導員の配置にかか

る費用が追加計上され、増額となったことから、全体としては今年度と同

様の予算額となっております。以上でございます。 

続いて教育政策室です。資料２９ページを御覧ください。 

教育政策室は大きく、政策室と教育センターの予算に分かれています。

全体的に予算を縮減しております。上から順に、新規事業や大きな予算増

減のある部分を御説明します。予算額の大きな変更のない事業は事業内容

を御覧ください。 

まず、２番目の「学校教育指導事業」は、主に各小中学校に配置してい

る会計年度任用職員に係る経費でございます。主な新規事業に関する予算

としては、RST の有償版をモデル地区で実施する予算を計上しております。

また、小学校で実施している放課後の学習教室を民間委託する経費が計上

されています。 

次に、６番目「小学校教育振興費」でございます。主に小学校の学習環

境を整えるための経費でございます。５９３９万円 4 千円の減額は、今年

度入れ替えた教科書の教師用指導書や、指導者用デジタル教科書に係る経

費分が減った分でございます。 

次に７番目「中学校教育振興費」でございます。主に中学校の学習環境

を整えるための経費でございます。来年度の学習指導要領全面実施に伴う、

新しい教科書の教師用指導書や、指導者用デジタル教科書に係る経費や少

年自然の家の廃止に伴うスキー教室の宿泊費補助などを新たに追加してお

ります。また、延期となっている東京オリンピックパラリンピックの競技

観戦に生徒が参加するチケット代金を改めて予算化しております。 

次に、教育センターにかかる予算でございます。 

こちらは大きな変更はございませんが、こまごまと削減をしているもの

の減額分となっております。 

最後に「ＡＬＴ事業」でございます。各小中学校にＡＬＴを配置するた
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めの経費でございます。約１６０万円の増加となっていますが、特に事業

や配置人数の変更などはなく、任用に係る金額が上がったことによる増加

でございます。 

続きまして、学校給食課でございます。３０ページをご覧ください。 

「学校給食センター管理運営費」では、戸田東小学校５・６年生分の給

食を学校給食センターから配送しておりましたが、令和３年度はなくなる

ことから全体として、減額となっております。 

次に「単独校調理場管理運営事業」では、戸田東小学校５・６年生分の

給食が増えること、また、給食調理委託については、契約の更新・児童数

の増や校舎建て替えに伴う給食配膳方法の変更などで増額となっておりま

す。 

資料３１ページの生涯学習課所管の予算について、説明いたします。 

新型コロナの関係で財政的に厳しい状況であることから、すべての事業

において、経費の見直しを行い前年度に比較してほとんどの事業で減額と

なっております。 

少年自然の家管理運営事業は、少年自然の家が今年度末で施設を廃止す

ることに伴う備品等処分費用及び（公立社会教育施設整備費補助事業）財

産処分にかかる国庫補助金の返還金費用でございます。 

また、彩湖自然学習センター管理運営費のみ、若干の増額となっており

ますが、経費見直しとともに３年改善プロジェクトによる他多目的トイレ

修繕、シアター改修、動画撮影・編集等備品購入費用を政策経費で計上し

ております。 

また、３２ページから３４ページは、各課において複数年にわたる各種

業務委託について債務負担行為を計上するものです。 

教 育 長 何か御質問等がありましたら伺います。 

事 務 局 今回は、新型コロナウイルス感染症の影響で来年度の市税収入が大きく
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減少するということで、財政課からこれまでの事業の見直しについて要請

がありました。 

学びの質は落とさないように重要な事業を残しつつ、決算の状況を踏ま

えて予算の減額をしました。 

教 育 長 特に質問等がないようですので、打ち切ります。議案第６号は提案内容

のとおり議決することに御異議ございませんか。 

委  員 異議なし 

教 育 長 異議なしと認め、議案第６号は提案内容のとおり議決いたします。 

教 育 長 続きまして、「議案第７号 令和３年度海外留学奨学事業特別会計予算

（案）について」事務局より説明願います。 

事 務 局 資料３５ページでございます。 

まず、令和３年度の海外留学奨学事業特別会計の歳入歳出予算の総額を、

それぞれ１,３１３万円とするものです。 

歳出の主なものは、款１の事業費で、留学生への交付金１,２８０万円で

ございます。 

歳入の主なものは、款２の繰入金で、主に交付金に充てるものを海外留

学奨学基金から繰り入れるものでございます。 

教 育 長 何か御質問等がありましたら伺います。 

教 育 長 特に質問等がないようですので、打ち切ります。議案第７号は提案内容

のとおり議決することに御異議ございませんか。 

委  員 異議なし 

教 育 長 異議なしと認め、議案第７号は提案内容のとおり議決いたします。 

教 育 長 それでは、本日の案件等すべて終了いたしましたので、以上をもちまし

て、本日の教育委員会定例会を閉会いたします。 




